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北 海 道 教 育 庁 学 校 教 育 局 高 校 教 育 課 長 
北 海 道 教 育 庁 学 校 教 育 局 義 務 教 育 課 長 
北海道教育庁学校教育局特別支援教育課長 

 
教科書採択の公正確保について（通知） 

 教科書採択の公正確保の徹底等については、本年 4 月 1 日付け教義第５号北海道教育委員会教育

長通知により通知したところですが、この度、別添写しのとおり各教科書発行者あて通知した旨、

文部科学省から情報提供がありました。 
つきましては、本通知について、各機関において所管する全ての学校、教職員等に対して周知徹

底を図り、教科書採択の公正確保に万全を期すようお願いいたします。 
 
 

（普通教育指導グループ） 
（ 義 務 教 育 グ ル ー プ ）  
（学校教育指導グループ） 
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